
ポスター掲示について
　この掲示板は、区民・産業プラザ利用登録団体が当施設で主

催する事業で以下の要件を満たす告知ポスターのみ掲示するこ

とが出来ます。

　ご希望の場合は、ポスターをお持ちの上、当施設４階区民・

産業プラザ窓口にてご申請ください。

POSTER

区民・産業プラザ　03-3992-5335

・利用日の１か月前から掲出可能
・大きさは A2 サイズまで（配布チラシ袋部分含む）
・主催者（利用登録団体名）と連絡先を明記
・利用日・利用時間・会場となる室場名を記載

※掲出期限経過後、利用団体（主催者）側で、撤去
　してください
※利用団体（主催者）側で、撤去できなかった場合
　は、プラザ側で撤去いたします。ご了承ください。

※詳細はお問い合わせください。


